
令和６年度第１１回（２月）宇検村農業委員会定例総会 議事録 

 

  日 時  令和７年２月２５日（火）午前９時から 

  場 所  活性化センター「結いの館」 

  出席した委員 ６名 

    ２．保池委員 ３．坂井委員 ４．時田委員 ５．前田委員 

    ６．森委員  ８．石原委員（会長） 

  欠席した委員 
    １．渡委員  ７．重野委員 

  出席した職員 

    推進員２名（新元・杉浦）、事務局３名（産業振興課 柳、古島、桑野） 
    宇検村農政担当（宝村） 

 

議事概要 

１ 議事録署名委員の選出  委員３・委員４を指名 

２ 会期の決定       令和７年２月２５日(火)の１日間に決定 
３ 諸般の報告       なし 
４ 協議事項        なし 
５ その他         （１）地域計画策定にかかる意見徴収 

              （２）農地バンクの賃貸借について 
              （３）新規就農者の支援について 
              （４）次回定例総会の日程について                       

 

議事詳細 

 

３ 諸般の報告 

なし 

 

４ 協議事項 

なし 
 

５ その他 

事務局  役場の農政担当・宝村から地域計画にかかる意見徴収、農地バンクの賃貸借につ

いて説明がありますので、よろしくお願いします。 

（１）地域計画策定にかかる意見徴収 

農政担当 （資料をもとに）４校区それぞれ、皆さんに調べていただいた農地の現況地図、



そこから全筆調査に移して、利用状況と誰が使っているかの色塗りをしていま

す。これは国から求められた描き方なので、このようにしています。また、資料

では名前を記載していますが、ネットでの公告になりますので、個人の名前はわ

からないように、なおかつ、農水省等で確認する時にアルファベット表示で、そ

れぞれの地域の農地を守っていく中心的な方の農地を選んでいます。今回皆さん

からの意見徴収をすると同時に、２月１７日に発出しているのが鹿児島県大島支

庁、農地バンク、あまみ農協の４件、それぞれ意見徴収をする事になっていま

す。 
まとまった結果から報告すると、まず田検校区の方です。面積が 97.8ha、校区

の基盤整備が終わった面積の数字になります。田検校区の場合、現状の集積率が

34％、将来の目標が 60％とはなっているんですが、既に田検、芦検、湯湾は、

農地の利用面積自体は 80％ぐらい行っている所です。担い手に対して集中する

かどうかがこれからの課題になってくる所です。 
２番目の久志校区は集落内の面積が狭く、組合ａさんが、団体営だったか、過去

に事業を使った分で 12ha ちょっと、全体の集積面積は 30ha をオーバーしていま

す。この時点で久志校区に関しては 87%の担い手への集積率という事になりま

す。これから団体ｂ、ｃの方が集落周辺に入ってくるので、90％が目標数値とな

ります。 
名柄校区は農家さんがいらっしゃらないという、農業委員会の声でも出たんです

が、団体ｄ、地図で黄色い点線の方、集落の上まで入れているのは、農業用水の

取水地が関係してくるかもという事があって、唯一名柄校区に関しては基盤整備

地域を外して、農業用水の取水の所まで入れ込んであります。 
次に阿室校区、営農されている方、今後、ある程度固まった農家さんで動いてい

る所で 49％、目標が 60％。地図に関しては団体ｃが入っている所が数字を大き

く押し上げている要因にもなっています。特筆するべきが、集落周辺はびっちり

と使っていて、奥の方まで利用されている所も、今後の検討に関してもある意味

課題がはっきりされている所になると思います。 
一番最後の方に「将来像が明確化された地域計画」資料が入っていると思いま

す。地域の農地を使う所、そうでない所、もしくは品目別か担い手か、どんどん

集めていこうというのが国の計画、それを文章にしたものが赤になっているもの

です。目標を 60％以上に設定して下さいと言う所に関しては、そういった所か

ら 60％の設定になっています。既に阿室校区の場合は、全体の利用面積も 60％

になっている所で、空いている所を新規に農地として活用していきつつ、また別

の、機械が使いやすい品目なのか、もしくは景観改善とか、今後地域が検討して

いけば、という所でこの地図は出来たかなと思います。 
文字で書いていてもわかりにくいのが、どこも 50％、もしくはある程度オーバ

ーしているとこともあるんですけど、目標を６割に設定しなさいと。これをすべ

て満たすのは８割であるとか。一番最後の所に「農業を担う者が定められていな

い農用地等の面積の割合」が、中山間なので２割未満になるように、とありま

す。こういう風にして地域計画の設定がされていきます。 
今回の地図はあくまでも計画ではあるんですけど、最初から 1年待たずにどんど

ん計画の変更をして下さい、協議は随時、この計画は変わります、という、ちょ



っと今までの計画とは変わったものになっています。普通、計画と言ったら５年

ぐらいを見据えて、中間で進捗状況を確認したりとか言うのがあるんですけど、

常に計画という名の話し合いを持って、どんどん変えていって下さいねというの

がこの中身になっています。むしろ、このまとまったものがスタートで、次から

どう動かしていくというのが、この計画の本番になっていくものです。 
地域の方でも、宇検校区とか崎原の方でも地図を交えて説明している所ですけ

ど、それが浸透するように何度でも地域には伺いたいし、人が集まる所に伺って

説明をします。また、農業だけと言うと、どうしても固まった意見の話し合いに

しかならないかと思いますので、例えば今日あるみたいな講習会の後でとか、鳥

獣被害対策の研修会を今後考えますが、そういった中で地域の農地を守っていく

とか、参加しやすい会の持ち方を考えています。質問をお願いいたします。 

委員５  この農地計画の話、僕らはしょっちゅう聞いて内容は理解しているんですけど、

一般の農業者の方がいらっしゃらないので。今日、役場の方で 30 戸集まって声

掛けをして剪定講習会をやるんですけど、その時にも顔を出してもらって、一回

皆に説明をしていただければ。僕らは上手く説明が出来ないから、なかなか理解

できないと思うので。 

農政担当 資料として紙と一緒に地図も大きな紙で準備しています。そこで、将来像って決

めつけないで、ここをこうしようというのを説明させていただきます。よろしく

お願いします。 

事務局  補足の説明になるとは思うんですが、地域計画を今回作成して、これで一応終わ

りという事ではなく、農業委員さんが調べてもらった地図データ、農業者のデー

タをもとに、作っているものになりますので。またこれから、先ほど宝村が説明

したように、皆さん地域での話し合いをしながら、変えていく所は変えていく、

またそれで（計画を）変更していくっていう流れでありますので、これから農地

をしっかり守っていこう、っていう対策、また未来に向けてこういう形でやって

いきましょうという事での話ですので、ご理解の方お願いします。 

会長   資料の後ろの方に地域計画の目標地図の完成までというのがあるんですけど、そ

の中でも、計画が始まって、１年経たなくても随時地図の中身を変えていく仕事

が出来ますので、皆さんと協力して、変えていく所は変えていけるようにやって

いただきたいと思います。 

（２）農地バンクの賃貸借について 

農政担当 資料は農地中間管理機構への転貸希望です。現時点ではマッチングしていて契約

が成立していない、３月３１日付で成立する事になっているんですが、２筆が今

農地バンクにあがっています。今回準備した地域計画の名簿、最後にｄさんを追

加しています。自治体ｅからの養蜂業で、自治体ｅの認定農業者です。農地を使

って農業をする方、畜産も採蜂も、農地利用に関して記述する事になっていて、

そこにも入れ込んであります。 

委員５  農地バンクの件、ある程度やってもいいという希望者がいれば順次申し込んでや



っていけたら。 

農政担当 探索します。農業委員さんと連絡を取りながら、地域計画を浸透させるには、地

域の協力をもらっているという所と、そういった話し合い、協力者として理解し

てもらえる場面を作りながら進めていきたいと思っています。 

委員５  現在、高齢化して、自分の畑がどこにあるのかもわからない状態で放置、この機

会だからそういう手続きをしようかという人がいる。後継者もいないという事

で。 

農政担当 経営を移譲する、継承と、新規で入りたい方は、３月３１日の報告を待って始ま

るんですけど、次の計画変更の方は間髪入れずにすぐ入れてもいいっていう風に

なっています。農地の探索まで、すぐ行いたいと思います。 

（３）新規就農者の支援について（委員５より質問） 

委員５  平田地区で新規で農業をしたい人が２人いる。宇検村の場合は新規で農業をする

人に対しての支援体制というのはないと思うんですよ。それを産業振興課で、耕

作放棄地を利用するための支援、草を刈ったりとか、トラクターまで入れて、後

は自分らでやりなさいという、ちょっとした手助けは出来ないですか。 

事務局長 新規の方が使おうとしてる畑は誰かの土地とか、自分のとか。 

委員５  所有者と今から話をするんですけど、ある程度話は通してるんですけど。 

事務局長 今の段階ではそれに対して何という所はないんですけど、元気の出る公社で遊休

地対策で、今年は宇検をやったんですけど、そうやってされる方がいらっしゃる

のであれば、畑の大きさにはよると思いますが、公社と話をして入れてもらうと

いう事は可能だと思います。 

委員５  ２年前ぐらいにそういう話があって、一応写真を撮って役場に出して、お願いし

たメンバーがやっていないっていう引け目もあるんですけど、僕もお願いしづら

いけど今回はやってくれと。条件を破るぐらいならその費用は出せという位の話

はしてますので。出来ればぜひ相談に乗ってもらって、本人達を連れてきますの

で。多分やると思うので、よろしくお願いします。 

事務局長 どこまでかというのを、また話をしながら。 

農政担当 予定地と言うか、可能性がある所はまた教えて下さい。登記も含めて、農地バン

クの可能性があるので、調べる必要があると思うんです。面積と所有者で。 

 

（４）次回定例総会の開催について 

  ２月２５日（火）を予定。 

 

以上をもって令和６年度第１１回定例総会を閉会した。 


